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第１章 総則 

 

１ 目的  

この基準は、建築基準法第５９条の２第１項の規定に基づき、本市の総合設計制度

の許可に関し、必要な事項を定め、もって市街地環境の整備改善等に寄与することを

目的とする。 

 

２ 運用の基本方針 

この基準は、許可にあたっての前提条件として、位置づけるものである。 

ただし、建築計画の内容、敷地の位置、敷地の周囲の土地利用の状況及び都市  

施設の整備の状況等から、これによることが必ずしも十分でないと認められる場合に

おいては、総合的な判断に基づいて適切に運用するものとする。 

 

３ 用語の定義  

この基準で用いる用語の定義は、次のとおりとする。  

（１） 法 ：建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

（２） 令 ：建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 

（３） 建 蔽 率 ：建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 

（４） 基 準 建 蔽 率 ：法第５３条に規定される建蔽率 

（５） 空 地 ：建築物又はこれに準ずる工作物によって覆われていな 

い敷地部分 

（６） 空 地 率 ：空地面積の合計の敷地面積に対する割合 

（７） 容 積 率 ：建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 

（８） 基 準 容 積 率 ：法第５２条に規定される容積率 

（９） 容 積 率 制 限 ：基準容積率による建築物の容積率制限 

（10） 割り増し容積率 ：この基準によって割り増される容積率 

（11） 道 路 ：敷地に接する法第４２条の道路 

（12） 公 開 空 地 等 ：第３章１に定める公開性の高い空地（公開空地）及び

第３章２に定める公開空地に準ずる有効な空地又は 

その部分 

（13） 有効公開空地面積 ：公開空地等の面積に第３章３に定める有効係数を乗じ

たものの合計面積 

（14） 有効公開空地率 ：有効公開空地面積の敷地面積に対する割合 

（15） 誘 導 用 途 ：第４章２（１）表に掲げる用途 

（16） 道 路 斜 線 制 限 

 

：法第５６条第１項第１号による道路からの建築物の 

高さの制限 
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（17） 隣 地 斜 線 制 限 ：法第５６条第１項第２号による隣地からの建築物の 

高さの制限 

 

４ 緩和の原則 

この基準における緩和の対象は、容積率制限、道路斜線制限、隣地斜線制限及び  

高度地区の規定による建築物の高さ制限とする。 
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第２章 計画の基本要件 

 この制度による許可の対象とする建築物は、次に掲げる要件を全て満たさなければな

らない。 

１ 敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、用途地域の種別に応じて、下表の当該各欄に掲げる数値と 

する。 

用途地域 敷地面積の規模（㎡） 

第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域 ３，０００ 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、準工業地域、

工業地域又は工業専用地域 

２，０００ 

近隣商業地域又は商業地域（明石町を除く容積率４００％の

地区） 

１，０００ 

商業地域（容積率５００％以上の地区及び明石町）   ５００ 

 

２ 前面道路の幅員等  

建築物の敷地は、用途地域の種別に応じて、下表の当該各欄に掲げる数値以上の 

幅員を有する道路に、原則として敷地外周の７分の１以上接しなければならない。 

この場合にあって、商業地域の容積率５００％以上及び明石町の区域においては、 

幅員６メートル以上８メートル未満の道路に接し、当該道路に接する部分全長に第３

章１（６）に規定する公開空地を設ける場合には、当該公開空地の幅を加えた数値を

道路幅員とみなす。 

用途地域 道路幅員（ｍ） 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種

住居地域、第２種住居地域、準住居地域又は準工業地域 

６ 

工業地域、工業専用地域、近隣商業地域又は商業地域 ８ 

 

３ 空地率の最低限度  

建築物の敷地内における空地率の最低限度は、当該敷地の基準建蔽率に応じて、 

下表の当該各欄に掲げる数値とする。 

基準建蔽率（％） 最低空地率（％） 高さ制限緩和のみの場合の

最低空地率（％） 

５０ ６５ ６０ 

６０ ６０ ５５ 

７０ ５０ ４５ 
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８０ ４０ ３５ 

９０ ３０ ２５ 

１００ ２０ １５ 

 

４ 有効公開空地率の最低限度 

建築物の敷地内における有効公開空地率の最低限度は、当該敷地の基準建蔽率に 

応じて、下表の当該各欄に掲げる数値とする。 

なお、有効公開空地率を計算する場合の有効公開空地面積の合計には、第３章２に

規定する公開空地に準ずる有効な空地について、有効公開空地面積の合計の２分の１

を超える部分を算入しない。 

基準建蔽率（％） 最低空地率（％） 

５０ 
５０ 

６０ 

７０ ４０ 

８０ ３５ 

９０ ３０ 

１００ ２０ 

（※高さ制限緩和のみの場合については適用なし。） 

５ 誘導用途の設置区域等 

商業地域のうち容積率５００％以上の紅谷町、宮の前、宝町、八重咲町、代官町及

び明石町の一部の地区（別図参照）の建築物においては、第４章２に定める誘導用途

を設置しなければならない。 

なお、誘導用途は、低層階へ設置し、かつ、その規模は、建築面積から１階部分に

設ける駐車場等の面積を除いた面積の２分の１以上又は１階部分に設ける駐車場等

の面積の２分の１以上のいずれか大きい面積としなければならない。 

 

６ 敷地が２以上の異なる区域にわたる場合の措置 

（１）敷地面積の最低限度 

建築物の敷地が１の表の異なる区域にわたる場合は、敷地の過半が属する区分

欄の敷地面積の規模規定を適用する。 

（２）前面道路の幅員 

建築物の敷地が２の表の異なる区域にわたる場合は、敷地の過半が属する区分

欄の道路幅員規定を適用する。 

（３）誘導用途の設置 

建築物の敷地が商業地域のうち容積率５００％以上の紅谷町、宮の前、宝町、

八重咲町、代官町及び明石町の一部の地区とそれ以外の地区にわたる場合は、 

建築物の全部について５の規定を適用する。 



 

 7 

第３章 公開空地の基準  

 

１ 公開空地 

公開空地とは、次の（１）から（６）までの全てに該当する空地又は空地の部分  

（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植え込み、芝、池等及び空地の利便の

向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。 

なお、建築物の整備と一体的に計画配置される公園、広場等の空地で次の（１）か

ら（５）までの全てに該当するもののうち、事業者の無償譲渡又は無償貸付けに係る

ものであり、都市計画決定され、又は市により管理されるもの（以下「公共空地」と

いう。）については、これを公開空地とみなす。 

（１）歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動車 

が出入りする敷地内の通路を除く。）であること。ただし、屋内に設けられるも

の等で、市長が認めたものにあっては、深夜等において閉鎖することができる。 

 

（２）最小幅が４メートル以上のものであること。ただし、道路に沿って敷地全長 

（最小限必要な車路のみにより分断されているものは、敷地全長にわたって設け

られているものとみなす。）にわたって設けられ、かつ、道路と一体として利用

可能な公開空地及び敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡する公開 

空地（以下「歩道状公開空地」という。）にあっては、最小幅が２メートル以上

のものであること。 

  

（３）一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、  

用途地域の種別に応じて、下表の当該各欄に掲げる数値以上とする。 

用途地域 最小単位面積（㎡） 

第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域 ３００ 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、準工業地域、

工業地域又は工業専用地域 

２００ 

近隣商業地域又は商業地域 １００ 

 

（４）全周の８分の１以上が道路に接しているものであること。ただし、動線上無理    

のない通り抜け通路を設けたもので、歩行者の出入りに支障がない場合は、この

限りではない。 

 

（５）道路との高低差が６メートル以内のものであること。ただし、駅舎のコンコー

ス、横断歩道橋等に連絡する場合等で歩行者の利便に供する場合は、この限りで

ない。 
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２ 公開空地に準ずる有効な空地 

  敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用又は通行に専ら供される空地

及び空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び

空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含み、非常時 

以外において自動車が出入りする通路を除く。）で、次の（１）から（５）のいずれ

かに該当するものについては、公開空地に準ずる有効な空地として、３に規定する 

公開空地の有効面積に算入できる。 

（１）中庭等 

その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下「中庭等」

という。）で、建築物の居住者等のコミュニティ形成の場として活用される等  

適切な利用ができ、修景上良好に設計され、適切な規模（少なくとも３００平方

メートル以上であること。）を有するもの。 

 

（２）屋上 

道路に面して設けられており、当該道路からの高さが、１２メートル以下かつ

当該道路の幅員以下のものであって、緑化を図るなど修景上良好に設計されてい

るもの。また、その面積については１（３）に規定する規模以上であること。 

 

（３）緑地 

    工業地域、工業専用地域における工場等の計画において、敷地内に設けられる 

周辺環境に配慮した緑地で次のいずれかを満たすもの。 

ア ２００平方メートル以上の一団の緑地で、全周の４分の１以上が道路に接し

ていること。 

イ 道路に沿って敷地全長（最小限必要な出入口は除く。）にわたって設けられ、

その幅が２メートル以上であること。 

 

 

（６）第２章２の規定により設ける道路幅員とみなす公開空地にあっては、以下に 

該当するものとする。 

  ア 歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外において自動

車が出入りする敷地内の通路を除く。）であること。 

  イ 最小幅が２メートル以上で、道路に接して設けられ、かつ、道路と一体とし

て利用可能なもの（公共空地にあっては、道路境界線からの幅が２メートル 

を超える部分はこの限りではない。）であること。 

    なお、最小限必要な車路部分については、公開空地とみなす。 
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（４）オープンカフェテラス 

    オープンカフェテラスその他これに類するもので、にぎわいの創出に寄与する  

と認められる屋外の施設のうち、次の全ての基準を満たすもの。 

ア 敷地が商業地域のうち容積率５００％以上の地区及び明石町であること。 

   イ 幅員が８メートル以上の道路又は公開空地に面すること。 

   ウ 公開空地及びその他の部分と異なる床の仕上げとする等、その範囲が明確で

あること。 

   エ 公開空地及びその他の部分との段差を設けないこと。 

   オ 道路及び公開空地との見通しを阻害する工作物等を設けないこと。 

カ 調理等の施設は建築物内に設けること。 

                         

（５）屋上の緑化 

    上記（２）の部分以外の建築物の屋上を緑化するもので、次の全ての基準を  

満たすもの。 

ア 商業地域内であり、一般の利用が可能であること。 

   イ 恒常的に樹木、多年草等を植栽するもので、これらの生育に必要な土その他

これに類するものを植栽及び生育に必要な深さ以上入れることができる植栽

基盤があること。 

   ウ 緑地を維持し得る散水施設を設けること。 

   エ 樹木や土壌が風等により飛散することを防止すること。 

   オ 建築物の躯体を根によって痛めることがないような樹種の選定、防根を適切

に行うこと。 

   カ １００平方メートル以上の一団の緑地であること。 

 

 

３ 公開空地等の有効面積の算定  

（１）有効公開空地面積は、次に掲げる区分に従い、当該公開空地又は公開空地の  

部分の面積にそれぞれに掲げる係数を乗じて算定する。 

 区分 係数 

ア 歩道状公開空地（幅が４メートルを超えるものにあっては、幅が４メー

トル以内の部分に限る。） 

ただし、商業地域のうち容積率５００％以上の地区及び明石町におい

て、歩道との段差がなく、歩道と合わせた幅員が６メートル以上であり、

かつ、隣地との間に塀等の空地の連続性を妨げる計画のないものについ

ては、最大２．５の範囲でこれより高い係数とすることができる。 

１．５ 

イ 面積が５００平方メートル以上で幅員６メートル以上の道路に接する

公開空地又は公開空地の部分（アに該当するものを除く。） 

１．２ 
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ウ 面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満で幅員６メー

トル以上の道路に接する公開空地又は公開空地の部分（アに該当するも

のを除く。） 

１．１ 

エ ア、イ及びウ以外の公開空地又は公開空地の部分 １．０ 

オ 中庭等（公開空地に準ずる有効な空地） ０．５ 

カ 屋上（公開空地に準ずる有効な空地） ０．３ 

キ 緑地（公開空地に準ずる有効な空地） ０．８ 

ク オープンカフェテラス（公開空地に準ずる有効な空地） １．０ 

ケ 屋上の緑化（公開空地に準ずる有効な空地） ０．２ 

 

（２）次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部分

の面積に、（１）に規定する係数を乗じて得たものに、次に掲げる区分に従い、  

それぞれに掲げる係数を乗じて算定する。 

 区分 係数 

ア 公開空地の道路からの見通しが、隣地又は建築物によって妨げられるも

の（道路の自動車交通量が著しく多い場合等、公開空地が道路に接しな

いことが当該公開空地の環境上好ましい場合で、動線上無理のない通り

抜け歩路を設けたものを除く。） 

０．５ 

イ 公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、その屋上面）

の高さが、当該公開空地に接している道路の路面の高さと比べて１．５

メートル以上高いもの又は３メートル以上低いもの（地形上、道路から

連続して高さが変化するもの及び駅舎のコンコース、横断歩道等に連絡

するもの等歩行者の利便に供するものを除く。） 

０．６ 

ウ ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物又は建築物の部分（以下

「ピロティ等」という。）によって覆われている公開空地（はり下   

（はりがない場合には床版下。以下同じ。）１０メートル以上のもの又

は気候条件等のためピロティ等に覆われていることが公開空地の環境

を向上させるものを除く。） 

ａ はり下５メートル以上 

ｂ はり下２．５メートル以上５メートル未満 

 

 

 

 

 

０．８ 

０．６ 

エ 公開空地等の位置、意匠、形態等や公開空地等に面する建築物又は建築

物の部分の意匠、形態等が当該公開空地等の効用を増大させ、市街地環

境の整備改善に特に寄与すると認められるもの 

１．２ 
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（３）隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一の

公開空地等とみなして、（１）及び（２）の規定を適用することができる。この

場合において、（１）及び（２）の規定中「当該公開空地等又は公開空地等の   

部分の面積」とあるのは「当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の部分の

面積」とする。 
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第４章 容積率制限の緩和 

 

１ 容積の割り増し 

（１）容積割り増しの算定式 

許可による容積の割り増しに当たって、建築物の延べ面積は基準容積率に従い、

次に掲げる式によって得られる面積以下とする。  

 

Ｖ＝Ａ×ｖ×{１＋（Ｓ／Ａ－０．１）×Ｋｉ×ＫA} 

 

Ｖ：割り増し後の延べ面積 

Ａ：敷地面積（公共空地がある場合はその面積を含む。） 

ｖ：基準容積率 

Ｓ：有効公開空地面積の合計 

Ｋｉ、ＫA：下表による割増係数 

  

基準容積率 ｖ 割増係数 Ｋｉ 

ｖ＜10/10 ２/３ 

10/10≦ｖ＜90/10 １/３＋（９－ｖ）×１/８×１/３ 

 

用途地域 敷地面積 Ａ 割増係数 ＫA 

第１種中高層住居専用地域、第２

種中高層住居専用地域、第１種住

居地域、第２種住居地域、準住居

地域、近隣商業地域、商業地域又

は準工業地域 

５，０００㎡以上 ２ 

５，０００㎡未満  

Ａ－Ａmin 

１＋ 

5,000－Ａmin 

上記以外の地域又は区域  １ 

  Ａmin：第２章１における用途地域の種別に応じて掲げる敷地面積の規模 

 

（２）容積割り増しの限度 

（１）に規定する容積の割り増しを行うに当たっては、基準容積率に１．５倍を

乗じたものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積と基準容積率に２００％を 

加えたものに敷地面積を乗じて得られる延べ面積のいずれか小さいものを限度

とする。 
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（３）都市計画道路がある場合の取扱い 

     公開空地が建築物の敷地のうち都市計画法（昭和４３年法律第１００号。）  

第１１条第１項第１号に規定する道路（以下、「都市計画道路」という。）の   

係る部分の全部又は一部にあり、かつ、（１）に掲げる式によって得られる割り

増し後の延べ面積（Ｖ）を都市計画道路に係る部分の面積を除いた敷地面積で 

除した数値が、法第５２条第１項に掲げる数値（建築物の敷地が当該数値の異な

る地域又は区域の２以上にわたる場合においては、当該地域又は区域の当該数値

に、その敷地の当該地域又は区域内にある各部分の敷地面積に対する割合を乗じ

て得たものの合計をいい、以下「指定容積率」という。）を超える場合において

は、当該建築物の延べ面積は、（１）に掲げる式によって得られる面積以下であ

り、かつ、（１）の規定中「敷地面積」とあるのは「敷地面積から都市計画道路

に係る部分の面積を除いた面積」と、「有効公開空地面積」とあるのは「有効   

公開空地面積から都市計画道路に係る部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、

「基準容積率」とあるのは「指定容積率」とそれぞれ読み替えて準用する（１）

に掲げる式によって得られる面積以下とすること。この場合においては、第２章

４の規定中「有効公開空地面積」とあるのは「有効公開空地面積から都市計画  

道路に係る部分の有効公開空地面積を除いた面積」と、「敷地面積」とあるのは

「敷地面積から都市計画道路に係る部分の面積を除いた面積」とそれぞれ読み替

えて当該規定を準用する。 

 

２ 誘導用途による容積の加算 

 商業地域における建築物で、中心市街地の機能の集積と賑わい空間の創出及び中心

市街地に共存できる居住空間の確保、良好な街並み景観の形成等により、中心市街地

の活性化に寄与すると認められる建築物については、次の基準により容積の加算を 

行うことができる。 

（１）適用対象建築物 

適用対象となる建築物は、下表に掲げる誘導用途を設置する建築物で市長が 

認めるものとする。 

１ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む。） 

２ 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

３ 保育所 

４ 診療所 

５ 物品販売業を営む店舗、飲食店又はサービス業を営む店舗（風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に

規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営むものを

除く。） 

６ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 
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７ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するスポーツの練習場 

８ ホテル又は旅館（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条 

第６項第４号に規定するものを除く。） 

９ 事務所 

10 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

11 映画スタジオ又はテレビスタジオ 

12 公共の用に供する自転車駐車場（上記の用途に附属するものを含む。） 

13 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める用途 

 

（２）必要要件 

   前章までの各要件を全て満たし、かつ、誘導用途の管理運営が将来にわたり、

適切に行われると市長が認めるものであること。 

 

（３）容積率の加算 

    加算できる容積率は、誘導用途に係る部分の延べ面積相当分とし、１００％を 

限度とする。 

ただし、加算後の延べ面積は１（２）で定めた容積割り増しの上限を超えるこ

とはできない。 
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第５章 道路斜線制限等の緩和 

  

１ 道路斜線制限及び隣地斜線制限関係 

（１）道路斜線制限及び隣地斜線制限に係る許可を受けることができる建築物は、 

敷地の各辺においてＳi'がＳｉ以下であるものとする。この場合において、Ｓi'

とはＯｉ（各辺についてその中点から次に掲げる区分に従い、ア、イ又はウに  

掲げる距離だけ外側にある点をいう。)を通る鉛直線上の各点を視点とした立面

投影面積とし、Ｓｉとは、各辺において法第５６条第１項第１号、第２号及び  

第２項の規定によって許容される最大の立面投影面積とする。  

   ア 第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域 

     道路に接する各辺について当該道路の幅員に法第５６条第２項の規定によ

る当該建築物の後退距離（以下「後退距離」という。）に相当する距離を加え

た距離 

   イ 第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域又は準住居地域 

     道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を 

加えた距離 

その他の各辺については１６メートルに高さが２０メートルを超える部分

を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち 

最小のものに相当する距離を加えた距離 

ウ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域  

道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を 

加えた距離 

その他の各辺については１２メートルに高さが３１メートルを超える部分

を有する建築物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち 

最小のものに相当する距離を加えた距離 

 

（２）高さが１００メートルを超える建築物に対する（１）の規定の適用については、

次のア、イ及びウを加えたものをもって（１）のＳi'とする。 

   ア 建築物の高さ１００メートル以下の部分の立面投影面積 

   イ 建築物の高さ１００メートルを超え１５０メートル以下の部分の立面投影

面積に２分の１を乗じて得たもの 

   ウ 建築物の高さ１５０メートルを超える部分の立面投影面積に３分の１を 

乗じて得たもの 
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（３）前面道路の反対側の境界線からの水平距離に後退距離に相当する距離を加えた

ものが法第５６条第１項別表第３（は）欄に掲げる距離を超える建築物の部分の

立面投影面積は、道路に接する各辺のＳi'に含めない。 

 

２ 建築物の敷地が斜線制限の異なる地域又は区域の内外にわたる場合  

（１）敷地が法第５６条第１項第１号又は第２号の規定による建築物の高さの制限が

異なる地域又は区域の内外にわたる建築物に対する１の規定の適用については、

敷地の各辺の中点から次のア又はイに掲げる距離だけ外側にある点をもって１

の（１）のＯｉとし、各辺において法第５６条第１項第１号又は第２号の規定に

よって許容される最大の立面投影面積をもって１の（１）及び（２）のＳｉと  

する。  

   ア 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を 

加えた距離 

   イ その他の各辺については下記の式による数値 

１６×Ｌ１＋Ａ２×Ｌ２＋Ａ３×Ｌ３ 

       Ｌ  

  

Ａ２：１６メートルに高さが２０メートルを超える部分を有する建築物に 

あっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離の数値  

Ａ３：１２メートルに高さが３１メートルを超える部分を有する建築物に 

あっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のもの

に相当する距離を加えた距離の数値  

Ｌ１：各辺のうち第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に 

存する部分の長さ  

Ｌ２：各辺のうち第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域又

は第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域に存する部分の長さ  

Ｌ３：各辺のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業   

専用地域（以下「非住居系地域」という。）に存する部分の長さ  

Ｌ ：各辺の長さ（Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）       

 

（２）上記（１）の判定方式のみでは斜線制限等の高さの制限の部分適用方式（建築

物の各部分の高さが当該部分の存する地域又は区域の制限の適用を受ける方式

をいう。）が十分に反映されないことになり、敷地周辺の環境にとって不適当で

ある場合には、適切な措置を講ずる。 

    例えば、法第５６条第１項第１号、第２号の規定に係る許可を受ける建築物が

高さの制限の異なる区域の内外にわたる場合には、建築物の敷地を第１種低層 
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住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に存する部分、第１種中高層住居専用

地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居

地域に存する部分及び非住居系地域内に存する部分に区別し、それぞれの部分に

ついて１を準用する。この場合において、「各辺」とあるのは、それぞれ「各辺

のうち第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域又は準住居地域内に存する部分」又は「各辺のうち非住居系地域

内に存する部分」と読み替え、またＳｉとは、当該部分について法第５６条第１

項第１号及び第２号の規定によって許容された立面投影面積とする。 
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第６章 高度地区の規定による建築物の高さ制限の緩和 

 

高度地区の規定による高さ制限の緩和を受ける建築物については、高度地区の種別に

応じて、建築物の高さ制限を緩和する。 

１ 高度地区の運用基準 

 第２章に規定する計画の基本要件及び次に掲げる基準を全て満たした建築物の 

高さは、高度地区の計画書に定める１．制限の緩和（１）の下表を上限とし緩和する。 

種 類 用途地域等 建築物の高さ 

第２種高度地区 

第１種住居地域のうち第１種高度地区を除く地

区、準住居地域、準工業地域及び近隣商業地域の

うち容積率２００％の地区 

２０ｍ 

第３種高度地区 近隣商業地域のうち容積率３００％の地区 ３１ｍ 

第４種高度地区 

商業地域のうち容積率４００％の地区、工業専用

地域及び工業地域（非工業系建築物を除く。） 
４５ｍ 

商業地域のうち容積率５００％以上の地区及び  

明石町 
許可の範囲内 

 

（１）住戸の採光に関する基準 

    近隣商業地域及び商業地域における住宅施設を含む建築物は、各住戸の主な窓

の直上にある建築物の各部分（庇、バルコニー等）から、その部分の面する   

隣地境界線までの水平距離を４メートル以上確保しなければならない。 

 

（２）日影による建築物の高さの制限 

    第２種高度地区における建築物は、平塚市建築基準条例（平成１８年１０月 

１日条例第３３号）第９条に掲げる表の３を下表に置き換えて、法第５６条の

２に規定する日影による中高層の建築物の高さ制限に適合しなければならない。 

対象区域 
平均地盤面  

からの高さ 

法別表第４ 

(に)欄の号 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域又は準工業地域 
４メートル （１） 
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２ 大規模な土地に関する基準 

 第２章に規定する計画の基本要件及び次に掲げる基準を全て満たす建築物の高さ

は、高度地区の計画書に定める１．制限の緩和（２）の下表を上限とし緩和する。 

種 類 用途地域等 建築物の高さ 

第２種高度地区 

第１種中高層住居専用地域のうち第１種高度地

区を除く地区及び第２種中高層住居専用地域 
２０ｍ 

第１種住居地域のうち第１種高度地区を除く地

区、準住居地域、準工業地域及び近隣商業地域

のうち容積率２００％の地区 

３１ｍ 

第３種高度地区 近隣商業地域のうち容積率３００％の地区 ４５ｍ 

第４種高度地区 
商業地域のうち容積率４００％の地区、工業専

用地域及び工業地域（非工業系建築物を除く。） 
許可の範囲内 

 

（１）敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、１０，０００平方メートルとする。 

 

（２）壁面の位置の制限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面（バルコニー等を含む）と、道路  

境界線及び隣地境界線との距離は５メートル以上とし、周辺の市街地環境の維持

について総合的に配慮する。 

 

（３）住戸の採光に関する基準 

近隣商業地域及び商業地域における住宅施設を含む建築物は、各住戸の主な窓

の直上にある建築物の各部分（庇、バルコニー等）からその部分の面する隣地

境界線までの水平距離を７メートル以上確保しなければならない。 

 

（４）日影による建築物の高さの制限 

第２種高度地区における建築物は、平塚市建築基準条例第９条に掲げる表の３

を下表に置き換えて、法第５６条の２に規定する日影による中高層の建築物の 

高さ制限に適合しなければならない。 

対象区域 
平均地盤面 

からの高さ 

法別表第４ 

(に)欄の号 

第１種中高層住居専用地域又は第２種中高層住

居専用地域 
４メートル （１） 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域又は準工業地域 
４メートル （１） 
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第７章 維持・管理等 

 

この制度により設置した公開空地及び誘導用途については、次に定める基準に従い 

維持・管理等を行わなければならない。 

１ 表示等 

  この制度により設置した公開空地及び誘導用途については、次に掲げる基準により

各標示板を設置しなければならない。 

（１）公開空地標示板 

建築主は、当該建築物に設けた公開空地について、一般の利用者の妨げになら

ず、かつ、公開空地の見やすい場所に、様式１の標示板を２か所以上設置しなけ

ればならない。 

なお、深夜等の閉鎖が認められた公開空地については、その位置及び開放時間

を記載しなければならない。  

 

（２）誘導用途標示板  

誘導用途を設けた建築物の建築主は、様式２の標示板を当該施設の出入り口の

見やすい位置に設置しなければならない。  

 

（３）標示板の構造  

標示板の材質は、ステンレス等の耐候性、耐久性に富み、かつ、堅固に固定さ

れたものとする。 

なお、標示板が破損、また、表示内容が見にくくなった場合は速やかに修復し

なければならない。 

 

２ 維持・管理  

この制度により設置した公開空地及び誘導用途については、当該建築物が存在する

かぎり将来にわたり、公開空地にあっては、当該公開空地の設置目的にあった形態を

維持し常時適正な利用が図れるよう管理し、誘導用途にあっては、当該施設を適切に

維持するよう管理しなければならない。  

また、当該建築物が譲渡又は貸与された場合、譲渡人又は貸与人は、当該公開空地

又は誘導用途の維持管理に関する義務を継承しなければならない。 

なお、維持・管理体制等については、次に定める基準に従い届出等を行わなければ

ならない。 

（１）公開空地等維持管理誓約書 

建築主は、公開空地の維持管理を適切に行うことについての誓約書を様式３に

より、許可申請時に市長に提出しなければならない。 

なお、誘導用途を含む建築物の誓約書は、様式４とする。 
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（２）維持管理責任者選任届及び維持管理状況報告  

建築主は、当該公開空地及び誘導用途の維持管理責任者を選任することとし、

その選任又は変更について、維持管理責任者（選任・変更）届を様式５により  

市長に報告しなければならない。 

また、選任された維持管理責任者は、建築物意匠図及び公開空地図を常備する

とともに、その維持管理状況について様式６により建築物完成の翌年から毎年 

市長に報告しなければならない。 

 

（３）維持管理責任の継承の明示  

当該建築物が譲渡又は貸与された場合、当該公開空地又は誘導用途の維持管理

に関する義務を継承する旨を譲渡又は貸与に関する契約書に記載し、譲渡人又は

貸与人に明示しなければならない。  

 

３ 公開空地及び誘導用途の変更  

この制度により設置した公開空地及び誘導用途については、原則として工事完了後

の変更を認めない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（１）公開空地の変更特例  

公開空地の種別及び形態は、次に掲げる場合で市長がやむを得ないと認めたと

きは、変更することができる。 

ア 周辺の市街地の状況の変化等により、その変更が望ましいと認められる場合 

イ 建築物の利用状況の変化等により、その変更がやむを得ない場合で、かつ、

その変更内容が本基準の範囲内であるとき  

 

（２）誘導用途の変更特例  

誘導用途の形態は、次に掲げる場合で市長がやむを得ないと認めたときは、 

変更することができる。 

ア 誘導用途の性格から、その変更を行った方が誘導用途の利用増進に貢献する

と認められる場合  

イ 建築物の利用状況の変化等により、その変更がやむを得ない場合で、かつ、

その変更内容が本基準の範囲内であるとき 

 

（３）変更手続き  

（１）及び（２）に掲げる変更をしようとする者は、あらかじめ様式７の公開空

地等変更申請書に変更図書を添え市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 
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４ 屋外広告物の制限  

屋外広告物の公開空地内での掲示及び設置は、原則として禁止する。 

 

 

附 則 

  この基準は、平成２０年９月３０日から施行する。 

附 則 

  この基準は、平成２７年４月１日から施行する。 
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様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開空地標示板 

 

  この広場及び通路は、建築基準法 

に基づいて設けられた公開空地で、 

歩行者が日常自由に通行又は利用で 

きるものです。 

 

 平成  年  月 

 公開空地管理者 

 住所・氏名 

 

 

公開空地平面図 

 

・現在地の位置及び方位

を明記すること 

・公開時間を制限する場

合は、その範囲と 

 時間を明記すること 

30cm 

以上 

50cm以上 

 

施設等の位置 

 

総合設計制度による標示板 

この建築物内の（      ）は、

総合設計制度に基づく、許可により

設置されたもので、他の用途には変

更できません。 

 

平成  年  月 

建築物管理者 

住所・氏名 

 

30cm

以上 

50cm以上 
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様式３ 

平成  年  月  日  

 

平 塚 市 長 

公開空地設置者 

住所 

氏名           印  

 

 

公開空地設置に関する誓約書 

 

 私は、平塚市総合設計制度に基づいて設置した下記建築物の公開空地を、別添公開空

地計画図書のとおり一般に開放し、適正に維持・管理し、定期報告を行うことを誓約い

たします。 

 なお、当該公開空地を含む敷地及び建築物の全部、または一部を他に譲渡、貸与する

場合もこの誓約事項を承継いたします。 

 

記 

 

 １ 建築物の名称 

２ 建築物の所在地 
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様式４ 

平成  年  月  日  

 

平 塚 市 長 

公開空地及び施設等設置者 

住所 

氏名           印  

 

 

公開空地及び施設等の設置に関する誓約書 

 

 私は、平塚市総合設計制度に基づいて設置した下記建築物の公開空地を、別添公開空

地計画図書のとおり一般に開放するとともに、許可を受け設置した施設（      ）

についてもあわせて、適正に維持・管理し、定期報告を行うことを誓約いたします。 

 なお、当該公開空地を含む敷地及び建築物の全部、または一部を他に譲渡、貸与する

場合もこの誓約事項を承継いたします。 

 

記 

 

 １ 建築物の名称 

２ 建築物の所在地 
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様式５ 

公開空地・誘導用途維持管理責任者（選任・変更）届 

 

平成  年  月  日  

 

平 塚 市 長 

建築主等 

住所 

氏名           印  

 

 

 平塚市総合設計制度に基づいて設置した下記建築物の公開空地・誘導用途を適正に維

持管理するために、次のとおり公開空地・特定管理責任者を（選任・変更）したので届

け出いたします。 

建築物概要 
名 称  

所在地  

許可年月日及び番号 平成  年  月  日 平塚市指令（建指）第  号 

公開空地 

管理責任者 

住 所  

氏 名  

連絡先  

誘導用途 

管理責任者 

住 所  

氏 名  

連絡先  

備 考 

 

 

※受付欄 

 

 

 

 

 

※備考 

備考  ※印の欄には、記入しないでください。 
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様式６ 

公開空地・誘導用途維持管理報告書 

 

平成  年  月  日  

 

平 塚 市 長 

維持管理責任者 

住所 

氏名           印  

 

 

 平塚市総合設計制度に基づいて設置した公開空地・誘導用途の維持管理の状況につい

て、次のとおり報告いたします。 

建築物概要 
名 称  

所在地  

許可年月日及び番号 平成  年  月  日 平塚市指令（建指）第  号 

緩 和 内 容 等 容積率・高さ・斜線・誘導用途（         ） 

前回の報告年月日     年  月  日 

管理状況報告 

 

所有権等変更内容報告 

 

 

※受付欄 

 

 

 

 

 

※備考 

備考  ※印の欄には、記入しないでください。 
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様式７ 

公開空地等変更申請書 

 

平成  年  月  日  

 

平 塚 市 長 

申請者 

住所 

氏名           印  

 

 

 建築基準法第５９条の２の規定により平成  年  月  日 平塚市指令（建指） 

第   号で許可を受けた建築物の公開空地等の変更を申請します。 

建築物概要 
名 称  

所在地  

公開空地等 

管理責任者 

住 所  

氏 名               

連絡先  

 

変 更 箇 所 

 

 

変 更 理 由  

 

※受付欄 

 

 

 

 

 

※備考 

備考  ※印の欄には、記入しないでください。 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

 

 

 

              

見附町 

錦町 

宮の前 

        

         町界を示す                   

        商業地域を示す               

容積率界を示す        

                                

誘導用途の設置区域を示す 

                                                

宝町通り 

                                                                        

●誘導用途の設置区域図 

Ｎ 

国道一号 

東海道本通り 

駅
前
大
通
り 

大
門
通
り 

明石町 

宝町 

スターモール 

公
園
通
り 

パールロード 

老松町 

八千代町 

別図 

2
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容積率 

建ぺい率 

 

500 
80 

 

400 
80 

 

400 
80 

 

400 
80 

 

400 
80 

 

600 
80 

 

500 
80 

 

500 
80 

 

80 

 

500 

400 

 80 

 

500 
80 

 

600 
80 

 

500 
80 

 

八重咲町 

代官町 

紅谷町 
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